
本人通知制度をご存じですか
　本人通知制度は、制度に事前登録した人の住民票や戸籍謄本などが、本人の代理人や第三者に交付された
ときに、交付されたことを本人宛てに通知する制度です。� 問市民環境課　℡22-6829

通知の対象となる証明書
・住民票の写し（本籍および筆頭者の記載のあるもの）　　　　　　　・戸籍の附票の写し
・住民票の記載事項証明書（本籍および筆頭者の記載のあるもの）　　・戸籍の記載事項証明書　
・戸籍謄抄本（全部記載事項証明書、一部記載事項証明書）　　　　　
※それぞれ除票または除籍などを含みます。
　通知の対象外となる請求もあります。詳しくは、市民環境課へ問い合わせてください。
登録できる人
　市内に住民登録している人、本籍のある人
登録方法
　本人通知制度登録申込書に、必要事項を記入し提出してください。※登録は義務ではありません。
　申込用紙は、市民環境課にあるほか、市HPからダウンロードできます。
登録期間
　登録した日から3年間　※引き続き登録を希望する場合は手続きが必要です。
登録に必要な書類
　登録する人の本人確認書類（運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カードなど顔写真付き
のもの）

山県市ふるさと応援寄附金の寄附状況 問総務課　℡22-6820
山県市ふるさと応援寄附金の寄附状況（平成31年1月〜令和元年12月）

使途の区分 件　数 金　額
健やかで安らかなまちづくり事業 2,923件 72,769,000円
便利で快適なまちづくり事業 342件 8,218,000円
豊かで美しい自然を守るまちづくり事業 1,397件 33,092,283円
活力あふれる産業のまちづくり事業 399件 10,147,822円
豊かな心と文化をはぐくむ事業 616件 16,461,000円
新しい未来を創るまちづくり事業 379件 9,793,000円
市長おまかせ・ふるさとまるごと支援事業 4,126件 107,580,000円

寄附合計 10,182件 258,061,105円

平成30年山県市ふるさと応援寄附金は次のように活用させていただきました。
使途の区分 金　額 活用事業

健やかで安らかなまちづくり事業 28,065,500円 交通安全対策事業、放課後児童クラブ活動事業、障がい者福祉事業など
便利で快適なまちづくり事業 14,300,000円 公共交通補助事業、道路橋梁維持事業、公園管理事業
豊かで美しい自然を守るまちづくり事業 12,695,773円 環境保全推進事業、循環型社会の推進事業、林道整備事業など
活力あふれる産業のまちづくり事業 3,610,000円 ふるさと栗まつり等イベント支援事業、企業立地支援事業
豊かな心と文化をはぐくむ事業 4,170,000円 小・中学校ICT関係備品購入事業、放課後子どもプラン事業など
新しい未来を創るまちづくり事業 3,240,000円 自治会活動・育成支援事業、男女共同参画社会の推進事業
市長おまかせ・ふるさとまるごと支援事業 36,380,000円 保育事業補助事業、山県ターミナル整備事業、観光振興事業など

寄附合計 102,461,273円

活用事業の詳細は市HP（ID7653）に掲載しています。

寄附件数　 10,182件
寄附金額 　258,061,105円
　平成31年、令和元年中のふるさ
と応援寄附金の状況を公表しま
す。寄附していただいた人の名前
は、市HP（ ID7653）に掲載してい
ます。

本人通知制度の概要

①事前登録
②住民票の写し
などの交付請求

③住民票の写し
などの交付

④交付した
事実を通知

登録者
（希望者）

市役所 市民環境課
※支所や出張所では
　登録できません。

請求者
（代理人、第三者）
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